
は
じ
め
に

一
条
帝

(

以
下
、｢

一
条｣)

第
一
皇
子
敦
康
親
王

(

以
下

｢

敦
康｣)

の
百
日
の
祝
が
あ
っ
た
長
保
二(

�
�
�
�)

年
二
月
一
八
日
の
頃
の
出
来

事
を
記
し
た

『

枕
草
子

(

１)』
｢

一
条
の
院
を
ば
、｢

新
内
裏｣
と
ぞ
い
ふ｣

の
段

(

集
成
二
二
七

(

２))

を
手
掛
か
り
に
し
て
、
一
条
お
よ
び
藤
原
定
子

(

以
下

｢

定
子｣)

の
辞
世
に
つ
い
て
論
じ
る
。

一

｢

一
条
の
院
を
ば
、｢

新
内
裏｣

と
ぞ
い
ふ｣

の
段

定
子
の
辞
世
三
首
の
中
に
、
一
条
宛
の
次
の
歌(

辞
世
①)

が
あ
る
。

よ
も
す
が
ら
契
し
事
を
忘
れ
ず
は
恋
ひ
ん
涙
の
色
ぞ
ゆ
か
し
き

(『

栄
花
物
語』

(

日
本
古
典
文
学
大
系

｢

と
り
べ
野｣)

長
徳
二
年(

���)

五
月
一
日
に
出
家
し
た
定
子
を
、
世
間
の
非
難

(

３)

を
も

聞
こ
え
ぬ
振
り
を
し
て
、
長
徳
三
年
六
月
二
二
日
に
職
の
御
曹
司
に
住

ま
わ
せ
た
一
条
で
あ
る
。
世
間
の
非
難
を
考
慮
す
る
よ
り
も
定
子
へ
の

愛
が
勝
っ
た
行
動
で
あ
る
。

前
掲
の
定
子
の
辞
世
①
の
上
句
で
は
、｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事
を
忘

れ
ず
は｣

と
言
っ
て
い
る
。
定
子
の
こ
の
辞
世
の
上
三
句
は
、
一
条
が

定
子
に
一
晩
中
誓
っ
た
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
一
条
に
向
け

て
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
何
時
の
こ
と
で
、
ま
た
、
ど
の

よ
う
な
事
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
い
て
く
れ
そ
う
な
の
が

｢

一

条
の
院
を
ば
、｢
新
内
裏｣

と
ぞ
い
ふ｣

の
段

(

以
下
、｢

当
該
の
段｣)

1

一
条
帝
お
よ
び
定
子
の
辞
世
と

『

枕
草
子』
｢

一
条
の
院
を
ば
、

｢
新
内
裏｣

と
ぞ
い
ふ｣

の
段
を
め
ぐ
っ
て

中

城

さ
と
子



に
あ
る
と
考
え
、
こ
の
段
を
取
り
上
げ
る
。

定
子
が
職
の
御
曹
司
か
ら
参
内
し
た
の
は
長
徳
五
年
正
月
三
日

(

４)

で
あ
っ

た
が
、
改
元
後
の
長
保
元
年
六
月
一
四
日
の
内
裏
焼
亡
に
よ
り
、
定
子

は
職
曹
司
へ
、
一
条
は
朝
所
を
経
て
一
条
院
へ
遷
り
、
二
人
は
再
び
別

れ
て
生
活
す
る
。
そ
れ
か
ら
約
八
ヶ
月
後
の
長
保
二
年
二
月
一
八
日
の

敦
康
の
百
日
の
祝
に
先
立
つ
一
一
日
に
定
子
は
一
条
院
に
参
内
、
二
人

は
再
会
を
果
た
し
た
。
当
該
の
段
は
こ
の
こ
ろ
に
あ
た
る
記
事
で
あ
る

(

５)

。

一
条
院
に
は
、
北
の
対

(

清
涼
殿)

と
北
二
対

(

定
子
御
在
所)

を

結
ぶ
渡
殿
が
東
と
西
に
あ
っ
た
。
そ
の
内
の
東
の
渡
殿
の
西
廂
で
一
条

は
笛
の
師
で
あ
る
高
遠
と

｢

高
砂｣

の
練
習
を
し
た

(

６)

。
そ
れ
を
女
房
達

も
北
二
対
の
御
簾
の
も
と
で
拝
聴
す
る
。
そ
の
折
は
、
清
少
納
言

(

以

下

｢

清
女｣)

を
始
め
女
房
た
ち
は
、｢｢

芹
摘
み
し

(

７)｣
な
ど
お
ぼ
ゆ
る

こ
と
こ
そ
な
け
れ｣

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
折
に
、
清
女
を
は
じ
め

と
す
る
女
房
た
ち
が

｢

芹
摘
み
し｣

と
い
う
思
い
か
ら
解
放
さ
れ
た
の

は
、
一
条
の
笛
の
音
に
癒
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も

一
条
の
定
子
へ
の

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

が
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
と
推
測
す
る
。

一
条
の
笛
の
稽
古
の
記
事
お
よ
び
そ
れ
を
拝
聴
し
た
者
た
ち
の

｢

芹

摘
み
し｣

と
い
う
思
い
か
ら
の
解
放
を
記
し
た
記
事
に
続
き
、
以
下
の

事
が
記
さ
れ
る
。

そ
の
頃
、
蔵
人

｢

す
け
た
だ｣

な
る
人
物
を
殿
上
人
や
内
裏
女
房
た

ち
が

｢

あ
ら
は
こ
そ｣

と
渾
名
し
、｢

性
な
し
の
主
、
尾
張
う
ど
の
種

に
ぞ
あ
り
け
る｣

と
謡
い
物
に
し
て
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
の
謡
い
物
に

同
調
し
て
一
条
は
、
そ
れ
を
そ
っ
と
笛
で
吹
か
れ
る

(

８)

。
そ
れ
を
聞
く
清

女
を
含
む
活
発
な
女
房
達

(

９)

は
、｢

な
ほ
、
高
く
吹
か
せ
お
は
し
ま
せ
。

得
き
き
さ
ぶ
ら
は
じ｣

と
一
条
に
せ
が
む
が
、｢

い
か
が
、
さ
り
と
も

き
き
知
り
な
む｣

と
一
条
は
、
や
は
り
、
そ
っ
と
笛
を
吹
く
に
留
め
る
、

と
い
う
記
事
で
あ
る
。

一
条
の
笛
は
、
家
族
に
聞
か
せ
る
た
め
に
吹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

一
条
が
北
二
対
へ
や
っ
て
来
た
の
は
、
度
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、｢

職
の
御
曹
司
の
西
面
の
立
蔀
の
も
と
に
て
、
頭
弁｣

の
段

(

集
成
四
六)

の
後
部
に
、
長
保
二
年
三
月
二
六
日
の
朝
の
記
事

(

�)

と
し
て

｢

小
廂
に
寝
た
る
に
、
奥
の
遣
戸
を
あ
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
主う

上へ

の
御お

前ま
へ

・
宮
の
御ご

前ぜ
ん

出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば｣

と
あ
り
、
ま
た
、｢

成

信
の
中
将
は
、
入
道
兵
部
卿
宮
の
御
子
に
て｣

の
段

(

集
成
二
七
四)

で
、
長
保
二
年
八
月
の
定
子
参
内
の
折
の
可
能
性
が
高
い
記
事

(

�)

の
中
に
、

｢

一
条
の
院
に
造
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
一
間
の
と
こ
ろ
に
は
、
憎
き
人
は

さ
ら
に
寄
せ
ず
。
東
の
御
門
に
つ
と
向
か
ひ
て
、
い
と
を
か
し
き
小
廂

2



に
、
式
部
の
お
も
と
と
も
ろ
と
も
に
、
夜
も
昼
も
あ
れ
ば
、
主う

上へ

も
、

常
に
、
も
の
御
覧
じ
に
入
ら
せ
た
ま
ふ
。｣

と
あ
り
、
一
条
は
、
定
子

の
御
在
所
の
小
廂
で
人
の
出
入
り
を
見
る
た
め
も
あ
っ
て
か
、｢

常
に｣

北
二
対
へ
渡
御
し
て
い
た
と
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『

栄
花

物
語』

｢

か
ゞ
や
く
藤
壺｣

(

二
〇
五
頁)

で
は
、
一
条
の
笛
を
翫
ぶ
敦

康
が
描
か
れ
て
い
て
、
一
条
は
一
家
団
欒
に
笛
を
携
行
し
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、『

枕
草
子』

の
当
該
の
段
も
、
一
家
団
欒
が
背
景
に
あ
っ
て

笛
に
ま
つ
わ
る
記
事
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
笛
を
そ
っ
と
吹
か

れ
た
と
す
る
の
は
、
一
日
限
り
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
北
二
対
に
や
っ
て
き
て
笛
を
吹
く
記
事
と
は
異
な
り
、

｢

か
の
者
な
か
り
け
り
。
た
だ
今
こ
そ
吹
か
め｣
と
、
笛
を
思
い
切
り

吹
く
た
め
に
定
子
の
も
と
へ
来
た
記
事
が
あ
る
。

一
条
が
彰
子
の
御
殿
藤
壺
で
笛
を
吹
い
た
際
、
彰
子
が
そ
っ
ぽ
を
向

い
て
い
た
の
で
注
意
す
る
と

｢

笛
を
ば
声
を
こ
そ
聞
け
、
見
る
や
う
や

は
有｣

、
と
答
え
た
と
い
う

(『

栄
花
物
語』

｢

か
ゞ
や
く
藤
壺｣

二
〇

三
頁)

。
こ
の
こ
と
か
ら
憶
測
す
れ
ば
、
一
条
は
彰
子
と
の
生
活
で
は

笛
を
吹
く
気
が
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
笛
を
吹
く
の
は
、

定
子
に
見
せ
る
一
条
の
姿
で
あ
ろ
う
。
長
徳
四
年
一
二
月
一
七
日
の
登

花
殿
で
の
第
一
皇
女
修
子

(

以
下
、｢

修
子｣)

の
着
袴
の
こ
ろ
の
長
徳

五
年

(

長
保
元
年
に
該
当)

正
月
三
日
に
参
内
し
た
定
子
と
過
ご
し
た

団
欒
、
そ
れ
と
同
様
に
、
再
び
定
子
親
子
と
の
団
欒
が
持
て
た
こ
と
に

よ
り
一
条
は
笛
を
吹
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
に
そ
れ
に
よ
る
の

み
で
は
な
い
、
と
推
測
す
る
。
こ
の
一
条
の
吹
笛
は
、
そ
の
頃
抱
い
て

い
た
心
の
重
荷
を
下
ろ
し
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
実
行
さ
れ
な
か
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
心
の
重
荷
を
下
ろ
し
得
た
か
ら
こ
そ
、
定
子
と
の
暮

ら
し
で
見
せ
て
き
た
一
条
の
姿
に
戻
り
え
て
の
吹
笛
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
定
子
が
退
出
す
る
長
保
二
年
三
月
二
七
日
の
前
日
の
朝
、
出
勤

す
る
人
々
を
定
子
と
二
人
で
見
る
と
い
う
悪
戯
を
一
条
が
し
た

(｢

職

の
御
曹
司
の
西
面
の
立
蔀
の
も
と
に
て
、
頭
弁｣

の
段

(

集
成
四
六)

の
後
部)

の
も
、
彰
子
に
は
見
せ
な
い
一
条
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
、
当
該
の
段
の
記
事
に
該
当
す
る
直
近
の
頃
に
、
一
条
に
負
わ

さ
れ
た
心
の
重
荷
が
あ
っ
て
、
そ
の
心
の
重
荷
を
下
ろ
し
得
た
こ
と
に

よ
り
一
条
が
こ
れ
ま
で
定
子
に
見
せ
て
き
た
姿
に
戻
り
え
て
吹
笛
が
な

さ
れ
た
、
と
推
測
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。

二
｢

一
条
天
皇
の
心
の
重
荷｣

と｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

そ
れ
で
は
、｢
一
条
の
心
の
重
荷｣

と

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

に

3



つ
い
て
考
え
た
い
。

定
子
は
一
条
の
元
服
直
後
に
最
初
の
妃
と
し
て
入
内
し
女
御
に
、
そ

し
て
中
宮
に
と
昇
り
、
父
道
隆
存
命
中
は
そ
の
権
勢
に
よ
り
他
に
入
内

す
る
妃
も
い
な
か
っ
た
が
、
道
隆
薨
去
の
後
は
実
家
の
没
落
に
遭
い
、

兄
伊
周
の
左
遷
時
の
騒
動
に
懐
妊
中
に
出
家
、
尼
の
身
で
修
子
を
出
産
、

長
徳
三
年
六
月
に
一
条
と
復
縁
し
て
後
は
、
帝
の
愛
情
を
頼
み
に
長
保

元
年
一
一
月
に
敦
康
の
出
産
を
果
た
し
た
。

長
保
元
年
一
一
月
一
日
に
道
長
の
長
女
彰
子
が
入
内
し
、
同
月
七
日

に
は
女
御
と
な
っ
た
が
、
劇
的
な
こ
と
に
、
一
条
の
彰
子
へ
の
女
御
宣

下
に
先
立
つ
時
刻
に
定
子
の
敦
康
出
産
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
七

日
の

『

権
記』

か
ら
抄
出
す
る
。

丙
戌

早
旦
小
舎
人
友
延
来
、
告
召
由
、
掃
部
助
兼
宣
仰
云
々
、

参
吉

[

結]

、
国
平
朝
臣
一
人
在
座
、
仍
直
参
内
、
仰
云
、
中
宮
誕
男
子
、

天
気
快
然
、
七
夜
可
遣
物
等
事
依
例
可
令
奉
仕
者
、(

後
略)

一
条
の
第
一
皇
子
誕
生
の
喜
び
と
、
父
と
し
て
敦
康
を
養
う
決
意
は
、

波
線
部
の
一
条
の
言
葉
に
溢
れ
て
い
る
。
道
長
は
と
も
に
政
道
を
進
め

る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
長
女
彰
子
を
妃
に
加
え
女
御
に
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
は
定
子
に
と
っ
て
の
新
た
な
脅
威
と
な
り
、
一
条
は
心
を

痛
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
ろ
う
じ
て
定
子
は
初
皇
子
の
生

母
と
し
て
他
の
妃
に
先
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
条

と
定
子
に
と
っ
て
の
ひ
と
ま
ず
の
安
堵
が
も
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

彰
子
が
入
内
し
て
初
め
て
の
里
邸
へ
の
退
出
は
、
長
保
二
年
二
月
一

〇
日
の
夜

(『

権
記』)

で
あ
り
、
定
子
は
翌
日
一
一
日

(『

日
本
略
記』

は
一
二
日
と
す
る)

に
、
敦
康
の
百
日
の
祝

(

同
一
八
日)

に
先
だ
っ

て
参
内
、
三
月
二
七
日
に
退
出
す
る
ま
で
を
一
条
・
修
子
・
敦
康
の
親

子
四
人
で
の
暮
ら
し
を
持
っ
た
。
当
該
の
段
は
、
正
に
、
こ
の
頃
の
事

が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
正
妃
定
子
に
と
っ
て
大
変
な
こ
と
が
出
来
し
て
い
る
。

二
月
二
五
日
に
彰
子
が
中
宮
に
冊
立
さ
れ
定
子
は
皇
后
宮
に
な
る
の
で

あ
る
。
前
代
未
聞
の
帝
に
正
妃
が
二
人
と
い
う
異
常
事
態
で
あ
る
。

正
妃
が
二
人
の
事
態
と
な
っ
た
時
を
遡
る
長
保
元
年
八
月
二
三
日
に

一
条
が
藤
原
行
成

(

以
下

｢

行
成｣)

に
叡
旨
を
漏
ら
す
記
事

(

�)

が
あ
る
。

彰
子
を
正
妃
に
す
る
と
い
う
動
き
が
定
子
の
敦
康
懐
妊
を
み
た
頃
か
ら

始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
進
捗
が
相
当
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
道
長
は
、
彰
子
が
将
来
産
む
皇
子
の
外
祖
父
と
し
て
政
治
を
執

る
こ
と
を
希
求
し
、
そ
の
た
め
に
は
彰
子
を
ま
ず
入
内
さ
せ
、
さ
ら
に

正
妃
に
据
え
る
こ
と
は
確
実
に
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

協
調
し
て
政
道
を
進
め
る
相
手
で
あ
る
道
長
で
あ
り
、
国
母
詮
子
の

4



圧
力
も
加
わ
り
、
一
条
が
道
長
の
意
を
迎
え
て
そ
の
長
女
彰
子
を
女
御

に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
左
に
掲
出
す
る
長
保
元
年
一
二
月
七

日
条
の

『
権
記』

か
ら
読
み
取
れ
る
。

(

前
略)
①

亦
依
被
示
之
旨
参
院
、〈
有
御
書
、〉
亦
給
院
御
書
、

持
参
大
内
、
於
昼
御
座
奏
覧
之
、
次
奏
大
臣
令
申
旨
、
仰
云
、
此

事
如
何
、
申
云
、
諸
司
三
分
以
下
被
任
之
時
、
諸
卿
会
議
、
公
事

無
止
、
自
以
如
此
、
況
是
大
事
、
愚
意
難
及
、
但
丞
相
所
申
懇
切
、

其
旨
可
然
、
加
以
、
先
日
有
所
被
仰
之
事
、
然
則
今
日
指
無
被
仰

其
期
、
只
可
被
仰
廃
朝
之
間
、
非
無
事
憚
、
②

至
于
此
事
可
然
之

事
也
、
参
入
之
日
、
面
可
仰
由
歟
、
③

勅
曰
、
可
然
、
即
賜
御
返

事
、
持
参
院
、
又
以
院
御
書
持
参
左
府
、
于
時
已
及
秉
燭
、
令
権

中
将
申
事
由
、
被
示
依
悩
不
出
簾
外
、
依
命
入
簾
中
、
伝
奉
御
返

事
、
又
伝
勅
報
旨
、
丞
相
命
云
、
④

此
事
雖
不
承
指
期
日
、
承
一

定
之
由
、
汝
恩
至
也
、
大
都
候
顧
問
之
後
、
触
事
雖
見
芳
意
之
深
、

不
能
示
其
悦
、
今
在
斯
時
、
弥
知
厚
恩
、
於
汝
一
身
事
無
所
無
、

我
有
数
子
之
幼
稚
、
汝
亦
有
数
子
、
若
有
天
命
有
如
此
事
之
時
、

必
可
報
此
恩
、
亦
如
兄
弟
可
相
思
之
由
、
可
仰
含
者
、
欣
悦
給
旨

甚
多
、

(

後
略)

傍
線
部
①
に
彰
子
立
后
を
一
条
に
指
示
す
る
詮
子
の
御
書
を
依
頼
す
る

道
長
の
手
紙
の
存
在
が
記
さ
れ
、
傍
線
部
②
で
行
成
が
一
条
に
彰
子
の

立
后
を
勧
め
、
傍
線
部
③
で
一
条
が
承
諾
、
傍
線
部
④
で
彰
子
立
后
に

道
筋
を
付
け
た
行
成
へ
の
道
長
の
感
謝
が
記
さ
れ
、
続
く
箇
所
で
は
子

の
代
ま
で
恩
に
報
い
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
日
の
記
事
か
ら
、
彰
子
の
中
宮
冊
立
お
よ
び
定
子
の
皇
后
宮
押

し
上
げ
が
既
定
事
項
と
な
っ
た
と
分
か
る
。
そ
し
て
、
翌
々
日
の
九
日

の

『

権
記』

に
は
、
一
条
が
眼
病
に
な
っ
た
と
あ
る
。
一
条
が
定
子
を

守
り
た
く
て
も
、
道
長
と
詮
子
の
企
図
に
逆
ら
え
な
い
ス
ト
レ
ス
に
晒

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
発
病
で
は
な
か
っ
た
か

(

�)

。

そ
し
て
、
同
二
九
日
に
は
、｢

后
事
一
日
申
院
、
暫
不
可
披
露｣

(『

権
記』)

と
一
条
は
行
成
に
言
う
。
こ
の
一
条
の
言
葉
を
、｢

一
帝
二

后
に
逡
巡｣

の
言
葉

(

�)

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
彰

子
の
新
中
宮
冊
立
を
知
る
こ
と
に
な
る
定
子
が
悲
し
む
の
を
一
条
が
危

惧
し
、
自
ら
が
直
接
伝
え
る
ま
で
は
他
者
か
ら
は
知
ら
せ
ま
い
と
思
っ

て
の

｢

暫
不
可
披
露｣

と
い
う
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
条
の
定
子
を
思
い
遣
る
気
持
ち
と
は
関
係
な
く
こ
と
は
進
み
、
長

保
二
年
正
月
二
八
日

｢(

前
略)

中
宮
雖
為
正
妃
、
已
被
出
家
入
道
、

随
不
勤
神
事
、
依
有
殊
私
之
恩
、
無
止
職
号
、
全
納
封
戸
也
、
重
立
妃

為
后
、
令
掌
氏
祭
可
宜
歟｣

(『

権
記』)

と
行
成
は
彰
子
立
后
の
正
当
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性
を
主
張

(

�)

し
、｢

以
女
御
可
為
皇
后
、
定
申
宜
日
、｣

(

同
日

『

御
堂
関

白
記』)
と
一
条
の
仰
せ
が
あ
り
、
二
月
二
五
日
の
立
后
が
実
現
し
た

の
で
あ
っ
た
。

定
子
は
、
敦
康
の
百
日
の
祝

(

長
保
二
年
二
月
一
八
日)

に
先
だ
つ

一
一
日
に
参
内
し
、
三
月
二
七
日
に
退
出
す
る
ま
で
を
一
条
・
修
子
・

敦
康
と
の
親
子
四
人
で
す
ご
し
、
当
該
の
段
が
こ
の
頃
の
記
事
で
あ
る

が
、
こ
の
頃
の

｢

一
条
の
心
の
重
荷｣

と
は
、
二
月
二
五
日
の
彰
子
立

后
を
控
え
、
定
子
に
や
む
を
得
な
い
と
納
得
さ
せ
、
そ
の
事
態
に
な
っ

て
も
敦
康
・
定
子
の
将
来
は
脅
か
さ
れ
な
い
と
安
心
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
段
は
、
定
子
へ
の
事
情
説
明
と
そ
れ
に
纏

わ
る
約
束
を
一
条
が
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
を
清
女
は
書
い
て
い

な
い
が
、
心
の
重
荷
を
下
ろ
し
得
た
一
条
の
吹
笛
を
楽
し
む
さ
ま
と
、

定
子
後
宮
の
安
堵
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
推
測
す
る
。

当
該
の
段
か
ら
引
用
す
る
。

二
月
廿
日
ば
か
り
の
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
に
照
り
た
る
に
、
渡

殿
の
西
の
廂
に
て
、
主う

上へ

の
、
御
笛
吹
か
せ
た
ま
ふ
。
高
遠
の
兵

部
卿
、
御
笛
の
師
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
御
笛
二
つ
し
て
、

｢

高
砂｣

を
折
り
返
し
て
吹
か
せ
た
ま
ふ
は
、

｢

な
ほ
、
い
み
じ
う
め
で
た
し｣

と
い
ふ
も
、
世
の
常
な
り
。
御
笛
の
事
ど
も
な
ど
、
奏
し
た
ま
ふ
、

い
と
め
で
た
し
。
御
簾
の
も
と
に
集
ま
り
出
で
て
、
見
た
て
ま
つ

る
を
り
は
、｢

芹
摘
み
し｣

な
ど
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
。

今
も
定
子
の
女
房
と
し
て
残
っ
て
い
る
清
女
お
よ
び
女
房
達
は
、
道
隆

薨
去
後
に
定
子
の
身
に
起
き
た
没
落
の
悲
哀
に
も
め
げ
ず
に
お
仕
え
し

て
き
た
が
、
彰
子
を
は
じ
め
他
家
に
仕
え
て
い
る
身
内
を
通
し
て
、
彰

子
の
中
宮
冊
立
が
近
い
と
い
う
定
子
の
危
機
を
既
に
知
っ
て
い
て

(

�)

｢

芹

摘
む｣

思
い
を
強
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
定
子
も
、
今
ま
で

に
受
け
た
行
啓
へ
の
妨
害

(

�)

や
、
彰
子
の
入
内
を
み
た
こ
と
、
彰
子
の
中

宮
冊
立
が
近
い

(

こ
の
こ
と
も
何
に
よ
っ
て
か
定
子
自
身
も
知
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う)

こ
と
等
々

｢

芹
摘
み
し｣

と
い
う
思
い
を
噛
み
締
め
て

い
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う

(

�)

。

『

栄
花
物
語』

｢

か
ゞ
や
く
藤
壺｣

(

大
系
二
〇
五
頁)

に
よ
れ
ば
、

定
子
の
参
内
理
由
と
し
て

｢

今
一
度
見
奉
り
、
又
今
宮
の
御
有
様
後
め

た
く
て
、
か
く
思
立
侍
つ
る
な
り｣

と
あ
る
。
法
を
曲
げ
て
も
二
后
を

実
現
す
る
道
長
が
政
権
を
握
っ
て
お
り
、
そ
の
強
引
さ
か
ら
は
敦
康
が

第
一
皇
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
春
宮
に
な
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
懸

念
を
定
子
は
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
定
子
は
敦
康
の
将
来
へ
の
不

安
を
払
拭
す
る
一
条
の
言
葉
が
ほ
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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長
保
二
年
二
月
一
一
日
の
定
子
の
参
内
後
、
誰
よ
り
も
定
子
を
愛
し

て
い
る
こ
と
や
、
永
遠
の
愛
の
誓
い
は
、
一
条
の
真
情
に
添
う
も
の
で

あ
り
早
々
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

(

�)

が
、
彰
子
中
宮
冊
立
に
つ
い
て
の
事

情
説
明
は
な
か
な
か
成
し
難
く
、
こ
の
事
情
説
明
が

｢

心
の
重
荷｣

で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
当
初
は
言
お
う
と
思
い
な
が
ら
も
言
え
ず
に
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
憶
測
す
れ
ば
、
言
い
難
い
こ
と
を
言
っ
た
の

は
、
二
月
一
八
日
の
百
日
の
祝
の
夜
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う

(

�)

。

そ
の
夜
も

｢

定
子
が
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
最
愛
の
人
で
あ
る｣

と
の
愛
の
誓
い
は
、
当
然
な
さ
れ
た
ろ
う
が
、
彰
子
を
中
宮
に
す
る
こ

と
が
母

(

詮
子)

の
指
示
で
あ
り
、
道
長
と
の
協
調
政
治
を
進
め
る
上

で
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
伝
え
た
と
思
う
。
そ
の
上
で
、

将
来
、
道
長
が
横
車
を
押
し
て
き
て
も
そ
う
は
さ
せ
な
い
決
意
の
ほ
ど

を
披
瀝
し
、
当
然
敦
康
が
東
宮
と
な
る
、
つ
ま
り
、
ひ
い
て
は
定
子
が

国
母
に
な
る
こ
と
を
定
子
に
確
信
さ
せ
る

(

�)

こ
と
に
よ
り
定
子
を
安
心
さ

せ
、
彰
子
が
中
宮
に
な
っ
て
も
結
局
は
定
子
が
第
一
の
后
で
あ
る
こ
と

は
変
わ
ら
な
い
と
伝
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
一
条
の
定
子
へ
の
変

わ
ら
ぬ
愛
と
敦
康
立
坊
つ
ま
り
定
子
を
国
母
に
す
る
と
い
う
決
意
の
言

葉

(

�)

は
、
聞
き
耳
を
立
て
て
い
た
で
あ
ろ
う
夜
居
の
僧
や
上
�
女
房
を
介

し
て
女
房
全
員
に
伝
わ
り
、
女
房
達
に
安
堵
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
一
条
の
彰
子
中
宮
冊
立
に
つ
い
て
の
事
情
説
明
と
定
子
へ

の

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

が
あ
っ
て

｢

心
の
重
荷｣

を
下
ろ
し
得
た

後
に
、
二
月
廿
日
ば
か
り
の
一
条
の
吹
笛
と
な
っ
た
と
推
測
す
る
も
の

で
あ
る

(

�)

。

｢｢

芹
摘
み
し｣

な
ど
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ｣

と
い
う
状
況
は
、

一
条
が
最
も
愛
し
て
い
る
の
は
昔
も
今
も
定
子
な
の
だ
と
い
う
確
信
と

と
も
に
、
敦
康
立
坊
の
行
く
手
に
は
定
子
は
国
母
に
な
る

(

�)

と
い
う
確
信

が
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

定
子
が
辞
世
で
い
う

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

と
は
、
こ
の
百
日
の

儀
の
夜
あ
た
り
の
一
条
の

｢

永
遠
の
愛
の
誓
い｣

を
指
す
に
は
違
い
な

い
が
、
そ
れ
に
は
、｢

敦
康
立
太
子
と
定
子
の
国
母
を
実
現
す
る｣

約

束
も
付
随
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
二
月
廿
日
ば
か
り
の
一
条
の

笛
の
音
は
、
敦
康
登
極
つ
ま
り
定
子
が
国
母
と
な
る
将
来
へ
の
希
望
に

光
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
清
女
を
含
む
女
房
達
の
心
を
、
無
上
の
幸

福
感
で
満
た
す
調
べ
で
あ
っ
た
、
と
推
測
す
る
。

｢

職
の
御
曹
司
の
西
面
の
立
蔀
の
も
と
に
て
、
頭
弁｣

の
段

(

集
成

四
六)

の
後
部
に
、
彰
子
立
后
の
儀
の
あ
っ
た
二
月
二
五
日
か
ら
一
ヶ

月
後
の
一
条
と
定
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
定
子
の
御
在
所
に
泊
ま
っ
た

翌
朝

(

長
保
二
年
三
月
二
六
日)

、
一
条
は
定
子
と
と
も
に
殿
上
人
の
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様
子
を
覗
き
見
し
て
笑
う
と
い
う
少
年
の
よ
う
な
悪
戯
を
し
、
す
っ
か

り
ス
ト
レ
ス
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
様
子
で
あ
り
、
定
子
の
後
宮
も
本

来
の
明
る
さ
に
満
ち
て
い
る
。
彰
子
立
后
に
先
だ
つ
一
条
か
ら
定
子
へ

の

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
一
条
と
定
子
の
心

か
ら
の
団
欒
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

内
裏
退
出
後
の
定
子
は
、
第
三
子
�
子
内
親
王

(

以
下

｢

�
子｣)

懐
妊
に
よ
る
悪
阻
も
あ
っ
て
食
が
細
く
な
っ
て
お
り

(

�)

、
百
日
の
祝
の
こ

ろ
に
聞
い
た
一
条
の
約
束
の
言
葉
は
忘
れ
な
い
け
れ
ど
、
一
条
と
離
れ

ば
な
れ
と
な
っ
て
一
条
恋
し
さ
と
心
細
さ
か
ら
涙
が
ち
な
日
々
で
あ
っ

た
と
い
う

(

�)

。｢

御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
、
日
向
へ
下
る
に｣

の
段

(

集

成
二
二
三)

に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
、
苦
境
に
あ
っ
て
涙
が
ち
な
定
子
を

見
捨
て
て
乳
母
ま
で
も
が
暇
を
取
っ
て
い
る
。
敦
康
を
擁
し
て
い
て
も

中
関
白
家
の
再
興
は
な
い
、
と
見
て
取
っ
た
行
動
で
あ
ろ
う
か
。

快
活
で
あ
っ
た
定
子
に
こ
れ
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
乳
母
ま
で

も
が
定
子
を
見
捨
て
る
こ
と
と
な
っ
た

｢

い
み
じ
う
あ
は
れ

(

�)｣

な
状
況

に
陥
ら
せ
た

｢

彰
子
立
后｣

で
あ
る
。
こ
れ
を
伝
え
る
に
到
る
ま
で
の

一
条
の

｢

心
の
重
荷｣

は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
一
条
は
や
む
を
得

な
い
事
情
に
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
さ
ら
に
必
死
に
定
子
へ
の
変
わ
ら

ぬ
愛
を
誓
い
、
将
来
の
敦
康
の
立
坊
お
よ
び
定
子
の
国
母
実
現
を
約
束

を
し
、
定
子
が
安
心
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
条
が

定
子
に

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

と
は
、
彰
子
立
后
を
定
子
に
納
得
さ

せ
る
際
に
語
っ
た

｢

定
子
へ
の
愛
の
誓
い｣

と

｢

敦
康
立
太
子
ひ
い
て

は
定
子
の
国
母
実
現｣

で
あ
っ
た
、
と
推
測
す
る
。
定
子
の
辞
世
①
か

ら
は
、｢

定
子
へ
の
愛
の
誓
い｣

が
読
み
取
れ
る
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、

一
条
と
定
子
の
二
人
に
と
っ
て

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

と
い
え
ば
、

百
日
の
夜
あ
た
り
の

｢

敦
康
立
太
子
ひ
い
て
は
定
子
の
国
母
実
現
の
約

束｣

が
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
。

三

藤
原
行
成
の
書
き
留
め
た
一
条
天
皇
の
辞
世

一
条
が
、
后
妃
の
う
ち
定
子
を
最
も
愛
し
た
こ
と
は
、
一
条
自
身
の

行
動
と
、
帝
に
近
親
し
相
談
相
手
と
な
っ
て
い
た
行
成

(

�)

が
、
一
条
の
辞

世
を
一
一
年
も
前
に
崩
御
し
た
定
子
に
向
け
て
詠
ま
れ
た
も
の
と

『

権

記』

に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
当
該
の

『

権

記』
(

寛
弘
八
年(

����)

六
月
二
一
日
条)

を
挙
げ
る
。

癸
亥
。
参
院
、
依
召
近
候
、
供
御
漿
。
仰
云
、
最
宇
禮
之
、
更
召

寄
勅
曰
、
此
者
生
歟
、
其
被
仰
気
色
似
不
御
尋
常
、
去
夕
依
御
悩

近
習
諸
卿
侍
臣
并
僧
綱
内
供
等
各
結
三
番
奉
護
、
御
悩
無
頼
、
亥
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剋
許
法
皇
暫
起
、
詠
歌
曰
、
露
之
身
乃
風
宿
爾
君
乎
置
天
塵
を
出

ぬ
る
事
曾
悲
支
、
①

其
御
志
在
寄
皇
后
、
但
②

難
指
知
其
意
、
于

時
近
侍
公
卿
侍
臣
男
女
道
俗
聞
之
者
、
為
之
莫
不
流
涙
、

注
目
す
べ
き
は
、
既
述
し
た
と
お
り
傍
線
部
①
に｢

其
御
志
在
寄
皇
后｣

と
あ
る
事
で
あ
り
、
皇
后
と
は
定
子
で
あ
る

(

�)

。
傍
線
部
②
に
あ
る
如
く

｢

難
指
知
其
意

(

�)｣

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
辞
世
の
三
句
以
下
の

｢

君
乎

置
天
塵
を
出
ぬ
る
事
曾
悲
支｣
で
は
、
出
家
を
し
て
い
た
定
子
を
俗
世

に
引
き
戻
し

｢

自
分
だ
け
が
出
家
を
と
げ
、
あ
な
た

(

定
子)

を
俗
世

に
置
き
去
り
に
し
て
い
く
の
が
悲
し
い｣
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

俗
信
に
よ
る
と
、
産
褥
死
し
た
者
は
往
生
で
き
な
い
で
い
る
と
さ
れ

(

�)

、

『

栄
花
物
語』

｢

花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言｣
(

上
九
八
頁)

に
は
、
弘
徽

殿
女
御

(

�
子)

が
懐
妊
中
に
卒
去
し
た
の
を

｢

あ
は
れ
、
弘
徽
殿
い
か
に
罪
ふ
か
ゝ
ら
ん
。
か
ゝ
る
人
は
い
と

罪
重
く
こ
そ
あ
な
れ
。
い
か
で
か
の
罪
を
滅
さ
ば
や｣

と
、
お
ぼ

し
乱
る
ゝ
事
ど
も
御
心
の
う
ち
に
あ
る
べ
し
。

と
、
花
山
が
�
子
の
往
生
を
願
い
仏
道
に
の
め
り
込
ん
だ
よ
う
だ
と
、

栄
花
作
者
が
記
し
て
い
る
。
栄
花
作
者
の
物
言
い
か
ら
察
す
る
に
花
山

の
時
代
に
こ
の
産
褥
死
に
関
す
る
俗
信
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
も

い
い
よ
う
で
、
花
山
に
続
く
一
条
の
時
代
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
定
子
の
辞
世
③

｢

煙
と
も
雲
と
も
な
ら
ぬ
身
な
り
と

も
草
葉
の
露
を
そ
れ
と
眺
め
よ｣

に
あ
る
よ
う
に
、
定
子
が
死
後
も
身

近
に
い
る
と
一
条
が
感
じ
る
の
を
望
ん
で
い
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、

折
々
に
草
に
置
く
露
を
見
て
定
子
を
偲
ぶ
に
つ
け
、
ま
た
、
敦
康
を
立

太
子
さ
せ
な
い
ま
ま
で
あ
る
に
つ
け
、
一
条
も
出
産
時
に
崩
御
し
た
定

子
が
往
生
で
き
な
い
で
い
る
、
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(

�)

。
日
常

的
に
一
条
の
相
談
に
与
っ
て
い
た
行
成
は
一
条
の
こ
の
思
い
を
知
っ
て

い
て
、
一
条
の
辞
世
を
定
子
に
宛
て
た
も
の
と
直
感
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
一
条
自
身
は
、
往
生
す
る
際
ま
で
に
は
、
な
お
俗
世
に
迷
っ
て

い
る
定
子
の
霊
を
往
生
さ
せ
た
い
、
つ
ま
り
敦
康
を
皇
太
子
に
据
え
て

定
子
の
霊
を
慰
撫
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
遂
に
実
現
で
き

な
い
ま
ま
死
に
ゆ
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
悲
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

一
条
の
辞
世
の
こ
の

｢

悲
支

(

か
な
し
き)｣

は
、
一
一
年
前
の
長

保
二
年
一
二
月
一
六
日
の
次
に
掲
出
す
る

『

権
記』

に
書
き
留
め
ら
れ

た
定
子
の
死
を
知
っ
た
一
条
の
悲
痛
な
声｢

悲(

か
な
し)｣

(

波
線
部)

を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。

(

前
略)

参
内
、〈
蔵
人
永
光
載
車
後
〉、
参
御
前
、
仰
云
、
皇
后

宮
已
頓
逝
甚
悲
、(

後
略)

者
、

一
条
は
、
定
子
と
仲
睦
ま
じ
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
道
長
の
権
勢
に
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翻
弄
さ
れ
、
定
子
崩
御
時
の
一
条
の

｢

悲｣

と
一
条
の
辞
世
に
あ
る

｢

悲
支｣
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
人
生
の
終
焉
は
悲
痛
な
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

四

最
後
の
逢
瀬
と
定
子
崩
御

長
保
二
年
二
月
一
一
日
か
ら
の
親
子
四
人
で
の
内
裏
暮
ら
し
で
懐
妊

し
た
定
子
は
、
長
保
二
年
三
月
二
七
日
に
一
条
院
を
退
出
、
四
月
一
七

日
に
は
敦
康
へ
の
親
王
宣
下
が
あ
り
一
先
ず
は
安
心
し
た
で
あ
ろ
う

(

�)

が
、

そ
の
後
は
涙
が
ち
の
日
々
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
一
条
は
、
腹
心
の
女
房

右
近
内
侍

(

掌
侍)

を
派
遣
し
て
定
子
の
様
子
を
知
り
、
ま
た
こ
の
内

裏
女
房
を
介
し
て
定
子
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た

(

�)
と
推
測
さ
れ
る
が
、

八
月
八
日
に
は
妊
娠
六
ヶ
月
で
の
穢
れ
を
押
し
て
の
定
子
の
参
内
が
あ
っ

た

(

�)

。
こ
の
時
は
、
二
七
日
に
退
出
す
る
ま
で
の
約
二
〇
日
ほ
ど
を
共
に

過
ご
し
て
い
る

(

�)

。
丁
度
、
七
月
二
三
日
か
ら
九
月
八
日
ま
で
彰
子
が
内

裏
を
留
守
に
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
間
に
一
条
と
定
子
の
逢
瀬
が
あ
っ

た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
と
な
っ
た
。
定
子
は
、
�
子
を
出

産
し
た
翌
日
の
一
二
月
一
六
日
に
後
産
が
下
り
ず
に
崩
御
、
二
七
日
の

葬
送
に
天
皇
は
参
加
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
時
刻
に
清
涼
殿
で
錫
紵
を

着
て
遙
拝
さ
れ
、
翌
年
の
三
月
一
〇
日
ま
で
心
喪
に
服
さ
れ
た

(

�)

。

五

御
匣
殿

承
香
殿
女
御
元
子
は
、
定
子
不
在
時
の
後
宮
で
時
め
い
た
が
、
彰
子

入
内
後
は
、
道
長
へ
の
遠
慮
か
ら
里
邸
に
留
ま
り
、
長
保
二
年
一
一
月

一
四
日

(

�)

お
よ
び
寛
弘
三
年(

�
	
	

)

二
月
二
五
日
に
参
内
し
た
記
録

(『

御
堂
関
白
記』)

が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
条
の
定
子
喪
失
を

埋
め
た
の
は
、
彰
子
や
女
御
元
子
や
他
の
女
御
た
ち
で
は
な
く
定
子
の

妹
四
君

(

御
匣
殿

(

�))

で
あ
っ
た
。

一
条
の
も
と
を
去
っ
た
定
子
は
死
を
覚
悟
し
て
御
匣
殿
に
敦
康
の
後

見
を
託
し

(

�)

て
の
ち
、
崩
御
し
た
の
で
あ
っ
た
。
御
匣
殿
は
、
姉
宮
の
死

を
悼
み
、
長
保
三
年
二
月
一
二
日
に
落
飾
し
て
い
る

(『

権
記』)

。

御
匣
殿
は
、
生
前
の
定
子
の
依
頼
ど
お
り
敦
康
を
母
代
と
し
て
世
話

し
て
い
た
が
、
何
時
し
か
一
条
は
、
敦
康
を
世
話
す
る
尼
姿
の
御
匣
殿

に
定
子
を
重
ね
、
愛
が
芽
生
え
、
噂
が
立
っ
た
。

道
長
は
、
彰
子
の
年
齢
か
ら
皇
子
が
産
ま
れ
そ
う
に
な
い
現
状
で
は

将
来
に
備
え
敦
康
の
養
祖
父
と
な
り
手
元
に
置
き
た
い
と
考
え
、
ま
た

御
匣
殿
へ
の
寵
愛
を
食
い
止
め
る
必
要
も
あ
っ
て
、
長
保
三
年
八
月
三
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日
に
敦
康
を
彰
子
に
引
き
取
ら
せ
た
。

一
条
は
、
御
匣
殿
と
の
逢
瀬
の
機
会
の
得
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
が
、
機
会
は
遂
に
訪
れ
る
。
長
保
三
年
九
月
九
日
、
彰

子
は
敦
康
を
内
裏
に
残
し
た
ま
ま
土
御
門
第
に
里
帰
り
し

(『

権
記』)

、

一
一
月
七
日
ま
で
帰
参
せ
ず

(『

日
本
紀
略』)

、
約
二
ヶ
月
の
間
、
内

裏
を
留
守
に
し
た
の
で
あ
る
。
懐
妊
し
た
御
匣
殿
は

(

�)

、
長
保
四
年
六
月

三
日
に
出
産
を
見
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

(『

権
記』)

。
ま

だ
二
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
御
匣
殿
懐
妊
の
発
覚
後
に
道
長

は
、
御
匣
殿
と
女
御
元
子
へ
の
帝
寵
を
防
止
す
べ
く
、
寛
弘
二
年
二
月

二
〇
日
に
彰
子
を
土
御
門
第
へ
退
出
さ
せ
る
ま
で
の
三
年
間
あ
ま
り
を

退
出
さ
せ
な
か
っ
た

(

�)

。
御
匣
殿
懐
妊
の
発
覚
時
、
彰
子
は
や
っ
と
一
五

歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
道
長
が
、
御
匣
殿
や
女
御
た
ち
の
皇
子

出
産
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

彰
子
は
若
く
、
女
御
た
ち
は
道
長
に
遠
慮
し
て
参
内
せ
ず
、
一
条
も

道
長
を
憚
っ
て
女
御
を
召
さ
ず
と
い
う
状
況
下
で
御
匣
殿
の
懐
妊
が
起

き
た
の
で
あ
っ
た
。
が
、
御
匣
殿
と
の
関
係
は
、
誰
も
が
考
え
る
よ
う

に
、
亡
き
定
子
へ
の
愛
の
延
長
線
上
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
一
条
は
、

御
匣
殿
に
定
子
を
重
ね
、
定
子
に
代
え
御
匣
殿
と
子
供
達
を
交
え
て
の

団
欒
を
夢
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
条
は
、
御
匣
殿
の
死
で
再
び
定
子
を

失
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
に
よ
っ
て
道
長
は
、
一
条
の
心
が
定
子
の
死
後
も
定
子
に

あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

六

定
子
の
辞
世
三
首

定
子
の
死
後
、
見
付
け
ら
れ
た
歌
は
三
首
あ
っ
た

(

�)

。
改
め
て
三
首
を

『

栄
花
物
語』

か
ら
掲
出
す
る
。

①
よ
も
す
が
ら
契
し
事
を
忘
れ
ず
は
恋
ひ
ん
涙
の
色
ぞ
ゆ
か
し
き

②
知
る
人
も
な
き
別
れ
路
に
今
は
と
て
心
細
く
も
急
ぎ
た
つ
か
な

③
煙
と
も
雲
と
も
な
ら
ぬ
身
な
り
と
も
草
葉
の
露
を
そ
れ
と
眺
め
よ

定
子
の
辞
世
は
、
一
条
に
宛
て
た
辞
世
①
が
あ
る
の
で
、
三
首
と
も

早
い
時
期
に
一
条
に
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

①
の

｢

よ
も
す
が
ら
契
し
事｣

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
既
に
検
討
し

た
が
、
そ
れ
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
る
な
ら
、
私
を
恋
慕
し
て
流
す
あ
な

た
の
涙
の
色
を
見
た
い
、
と
い
う
。
こ
の
歌
は
、
一
条
に｢

約
束
を
守
っ

て
下
さ
る
と
信
じ
ま
す
。｣

｢

私
の
死
後
も
、
今
ま
で
通
り
恋
慕
し
て
下

さ
い
ま
す
わ
ね
。｣

｢

き
っ
と
血
の
涙
を
流
し
て
下
さ
る
と
信
じ
て
い
ま

す
。｣

と
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
歌
意
自
体
に
は
な
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い
け
れ
ど
も
、
そ
の
夜
の
一
条
の
約
束
、
つ
ま
り

｢

敦
康
を
立
太
子
、

ひ
い
て
は
天
皇
に
し
、
定
子
を
国
母
に
す
る
約
束｣

が
付
随
し
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
を
、
既
述
し
た

(

�)

。

②
で
は
、
一
人
で
死
の
世
界
へ
赴
く
心
細
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
③

は
、
定
子
が
火
葬
で
は
な
く
土
葬
を
望
ん
で
い
る
と
遺
族
に
判
断
さ
せ

た
歌
で
あ
る
が
、｢

草
葉
の
露
と
な
っ
て
あ
な
た
の
傍
に
い
ま
す
の
で
、

御
覧
に
な
っ
て
私
を
偲
ん
で
下
さ
い
ね｣

と
一
条
に
訴
え
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る

(

�)

。

一
条
は
、
定
子
の
遺
児
た
ち
、
そ
し
て
草
木
に
置
く
露
を
見
る
に
つ

け
、
辞
世
三
首
の
う
ち
の
①
③
の
定
子
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
反
芻
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

道
長
の
書
き
留
め
た
一
条
の
辞
世

死
に
瀕
し
た
一
条
の
言
葉
が
明
瞭
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
道

長
は
行
成
と
同
じ
場
に
居
た
が
、
一
条
の
崩
御
前
日
の
寛
弘
八
年
六
月

二
一
日
の

『

御
堂
関
白
記』

に
、

癸
亥
、
水
定
、

此
夜
御
悩
甚
重
興
居
給
、
中

宮
御
々
几
帳
下
給
、
被
仰
、
つ
由
の

ミ
の
久
さ
の
や
と
利
尓
木
ミ
を
於
き
て
ち
り
を
い
て
ぬ
る
こ
と
を

こ
そ
於
毛
へ
、
と
お
ほ
せ
ら
れ
て
臥
給
後
、
不
覚
御
座
、
奉
実
人
々

流
泣
如
雨
、

と
、『

権
記』

と
は
異
同
が
あ
る
辞
世
を
書
き
留
め
て
い
る
。
行
成
か

ら
、
ま
た
は
女
房
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(

�)

よ
り
定
子
の
辞
世
を
知
っ
て
い

た
と
想
像
す
る
が
、
道
長
は
、
歌
を
書
き
留
め
つ
つ
、
こ
の
辞
世
と
定

子
の
辞
世
③
に

｢

草｣
｢

露｣

が
共
通
し
て
い
る
と
気
付
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
定
子
は
、｢

あ
な
た
の
傍
に
生
う
草
葉
に
置
く
露
、
そ

れ
を
私
だ
と
思
っ
て
御
覧
く
だ
さ
い
ね｣

と
、
死
後
も
一
条
の
身
近
に

居
る
と
訴
え
て
自
身
の
存
在
を
一
条
が
常
々
感
じ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、

そ
の
望
み
通
り
定
子
は
死
後
も
一
条
の
心
を
占
め
て
い
る
と
、
道
長
は

御
匣
殿
懐
妊
事
件
を
通
し
て
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
寛
弘
八
年
六
月
二

二
日
の
崩
御
に
近
い
一
五
日
の

『

御
堂
関
白
記』

に
、｢

御
悩
重
、
時

太
波
事
を
被
仰｣

と
あ
り
、
こ
の
太
波
事

(

た
は
言)

と
は

｢

定
子
や

敦
康
の
名
を
呼
ん
だ｣

こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

道
長
は
、
一
条
の
辞
世
を

｢

も
う
露
の
命
と
な
っ
た
私
は
、
草
に
置
く

露
が
私
だ
と
い
っ
た
あ
な
た
を
草
の
宿
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
独
り
出

家
を
遂
げ
、
そ
の
こ
と
を
こ
そ
心
残
り
に
思
っ
て
い
る
の
で
す｣

と
、

一
旦
、
受
け
取
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
条
の
辞
世
が
彰
子
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以
外
の

｢

宮｣

へ
の
辞
世
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
、
と
道
長
は
考
え
た
よ
う
だ
。
最
初

｢

宮｣

と
書
い
て
い
た

字
の
右
上
に

｢

中｣

の
字
を
書
き
添
え
る
こ
と
に
よ
り

(

�)

こ
の
一
条
の
辞

世
を
彰
子
宛
の
も
の
と
確
定
さ
せ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

既
に
行
成
の
協
力
を
得
て
、
外
孫
で
あ
る
第
二
皇
子
敦
成
を
東
宮
に

据
え
る
こ
と
に
成
功
し
、
一
条
の
辞
世
も
将
来
の
国
母
た
る
彰
子
へ
の

も
の
と

｢

中｣

の
字
を
書
き
加
え
て
確
定
さ
せ
、
道
長
は
安
堵
し
え
た

で
あ
ろ
う
。

な
お
、『

権
記』

に
よ
る
と
、
一
条
の
死
の
床
に
行
成
は
近
習
の
一

人
と
し
て
一
条
の
身
近
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、｢

法
皇
暫
起
、
詠
歌｣

に
際
し
て
は
、
玉
体
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
支
え
て
い

た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
道
長
よ
り
も
一
条
に
近
い
位
置
に

あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
道
長
の
記
し

た
歌
よ
り
も
、
行
成
の
記
し
た
歌
の
ほ
う
が
よ
り
正
確
に
聞
き
取
れ
た

も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

道
長
の
意
図
し
た
よ
う
に
、
辞
世
が
彰
子
に
宛
て
た
も
の
と
し
て
読

む
と
、
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
道
長
の
書
き
留
め
た

｢

久
さ
の
や
と

利｣

、
行
成
の
書
き
留
め
た

｢

風
の
宿
り

(

�)｣

の
い
ず
れ
も
が
、
現
世

(

こ
の
世)

の
形
容
で
あ
る
と
し
て
、
彰
子
の
後
顧
の
憂
い
な
き
境
遇

と
か
け
離
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
彰
子
へ
の
辞
世
と
は
考
え

が
た
い
。
一
条
が
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
で
心
配
な
の
は
、
不
遇
な
人

物
な
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

死
に
瀕
し
混
濁
す
る
一
条
の
意
識
に
点
滅
す
る
の
は
、
定
子
、
御
匣

殿
、
敦
康
な
ど
中
関
白
家
に
連
な
る
人
々
の
顔
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
前
二
者
は
、
産
褥
死
・
懐
妊
死
し
て
い
ま
だ
に
往
生
で
き
て

い
な
い
后
と
そ
の
妹
で
あ
り
、
後
者
は
、
道
長
政
権
下
で
不
遇
な
生
涯

と
な
る
こ
と
の
予
測
さ
れ
る
敦
康
で
あ
る
。

敦
康
を
東
宮
に
し
、
ひ
い
て
は
天
皇
へ
の
道
を
歩
ま
せ
る
と
い
う
定

子
と
の
約
束
を
実
現
出
来
な
か
っ
た
一
条
。
置
き
去
り
に
し
て
こ
の
世

と
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
条
が
気
が
か
り
に
思
う
の
は
、
な
お
往
生
で

き
な
い
ま
ま
の
定
子
と
御
匣
殿
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
敦
康
の
こ

と
な
の
か
。
詫
び
た
い
思
い
の
滲
む
辞
世
の
そ
の
相
手
は
定
子
と
御
匣

殿
と
敦
康
の
三
人
と
も
ど
も
な
の
か
も
し
れ
な
い

(

�)

が
、
長
保
二
年
二
月

お
よ
び
八
月
の
こ
ろ
定
子
に
し
た
と
推
測
す
る
約
束
、
そ
れ
を
反
古
に

し
て
こ
の
世
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
か
ら
は
、
三
人
の
う
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ち
の
定
子
に
当
て
た
辞
世
で
あ
る
、
と
結
論
付
け
た
く
思
う

(

�)

。

定
子
と
死
別
後
の
一
条
は
、
三
人
の
御
子
を
縁
に
、
折
に
触
れ
最
愛

の
定
子
と
の
対
話
を
脳
裏
で
重
ね
、
定
子
へ
の
思
い
を
深
め
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
条
が
辞
世
を
詠
ん
だ
際
も
、
一
条
の
心
は
定
子

に
向
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。『

枕
草
子』

を
読
む

(

�)

こ
と
に
よ
っ

て
も
蘇
っ
た
で
あ
ろ
う
中
関
白
家
の
人
々
と
過
ご
し
た
一
条
の
青
春
の

思
い
出
は
潰
え
、
定
子
に
約
束
し
た
敦
康
立
坊
を
な
し
え
な
か
っ
た
こ

と
を
侘
び
つ
つ
の
冥
土
へ
の
旅
立
ち
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

注

(

１)

三
巻
本
の

｢

新
潮
日
本
古
典
集
成｣
(

以
下
、｢
集
成｣)

一
六
刷
・

一
四
刷
に
拠
り
、
便
宜
の
た
め

｢

集
成｣

の
段
数
を
付
記
す
る
。

(

２)

当
該
の
段
の
記
事
が
長
保
二
年
二
月
に
該
当
す
る
こ
と
は
、
角
川
文

庫
本
他
で
指
摘
さ
れ
、
敦
康
の
百
日
の
祝

(

同
一
八
日)

の
頃
の
記
事

で
あ
る
と
、
集
成
下
一
四
四
頁
頭
注
二
に
あ
る
。

(

３)
『

小
右
記』
(『

増
補
史
料
大
成』

に
よ
る)

長
徳
三
年
六
月
二
二
日

に

｢(

前
略)

今
夜
中
宮
参
給
職
曹
司
、
天
下
不
甘
心
、
彼
宮
人
々
称

不
出
家
給
云
々
、
太
希
有
事
也｣

と
あ
る
。
定
子
に
対
す
る
批
判
は
、

長
保
元
年
一
一
月
七
日
条
に

｢

中
宮
産
男
子
、〈
前
但
馬
守
生
昌
三
条

宅
、〉
世
云
横
川
皮
仙｣

と
あ
る
の
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『

権
記』

(『

史
料
大
成』

に
よ
る)

長
保
元
年
八
月
一
八
日
条
に
も
、｢

江
学
士

来
語
次
云
、
白
馬
寺
尼
入
宮
唐
杣
亡
之
由
思
皇
后
入
内
々
火
之
事
引
旧

事
歟｣

、
と
あ
り
、
定
子
を
愛
す
る
一
条
へ
の
匡
衡
に
よ
る
非
難
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
定
子
の
崩
御
時(

長
保
二
年
一
二
月
一
六
日)

の

『

権
記』

に
は
、｢

長
徳
二
年
有
事
出
家
、
其
後
還
俗｣

と
あ
り
、

行
成
自
身
の
心
内
で
は
定
子
の
還
俗
を
認
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(

４)

史
書
に
記
事
は
な
い
が
、『

権
記』

長
徳
四
年
一
二
月
一
〇
日
条
の

｢

大
雪｣

が
、『

枕
草
子』

｢

職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の

廂
に｣

の
段
の

｢

師
走
の
十
余
日
の
ほ
ど｣

の
大
雪
に
該
当
し
、
当
該

の
段
で
正
月
三
日
の
参
内
記
事
が
あ
る
。

(

５)

赤
間
恵
都
子
氏

『

枕
草
子
日
記
的
章
段
の
研
究』

(

三
省
堂
、
二
〇

〇
九)

も
指
摘
し
、｢『

枕
草
子』

に
は
公
的
行
事
以
外
に
月
日
が
示
さ

れ
る
例
は
少
な
く
、
そ
の
中
で
当
該
章
段
の
例
は
長
保
二
年
の
定
子
参

内
の
事
実
を
呈
示
す
る
た
め
に
作
者
が
意
図
的
に
記
し
た
も
の
と
判
定

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。｣

と
さ
れ
る
。

(

６)

山
本
淳
子
氏
は
、『

枕
草
子
の
た
く
ら
み』

(

朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇

一
七
、
二
四
一
頁)

に
お
い
て
、｢

浮
き
立
つ
心
で
、
彼
は
繰
り
返
し

こ
の
曲
を
吹
き
、
家
族
に
聞
か
せ
た｣

と
さ
れ
る
。

(

７)
｢｢

芹
摘
む｣

は
、
高
貴
な
女
性
が
芹
を
食
べ
る
の
を
見
た
身
分
の
低

い
男
が
、
芹
を
摘
ん
で
自
分
の
思
い
を
遂
げ
ら
れ
る
の
を
期
待
し
た
が
、

徒
労
に
終
わ
っ
た
と
い
う
故
事
か
ら
、
恋
い
慕
っ
て
も
む
だ
な
こ
と
を

い
い
、
転
じ
て
、
一
般
に
、
思
い
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
を
い
う｣

と

い
う

(

通
説)

。
こ
の

｢

芹
摘
む｣

と
い
う
思
い
は
、
中
関
白
家
没
落

後
の
定
子
後
宮
で
、
定
子
を
は
じ
め
と
し
て
、
清
女
を
含
む
女
房
達
も

感
じ
て
い
た
思
い
で
あ
ろ
う
。
注

(

５)

所
載
の
赤
間
氏
著
に
は

｢

天
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皇
の
気
持
ち
だ
け
は
最
後
ま
で
繋
ぎ
止
め
て
い
た
定
子
の
周
辺
の
様
子

に
つ
い
て
回
想
し
た
時
の
作
者
の
感
想｣

と
あ
る
。
当
該
の
段
を
取
り

上
げ
た
論
に
、
古
瀬
雅
義

｢

一
条
天
皇
へ
の

｢

め
で
た
し｣

と

｢

芹
摘

み
し｣
考
―
第
二
三
〇
段

｢

一
条
の
院
を
ば｣

の
構
成
―｣

(｢

安
田
女

子
大
学
紀
要｣

二
〇
〇
六
年
一
月)

も
あ
る
。
な
お
、｢

芹
摘
む｣

と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
安
藤
重
和
氏

｢｢

芹
つ
み｣

考｣
(｢

国
語
国
文

学
報｣

四
六
集
、
一
九
八
八
年
三
月)

も
あ
る
。

(

８)

一
条
は
内
裏
女
房
た
ち
の
囃
す
旋
律
を
笛
で
吹
い
た
、
と
推
測
さ
れ

る
が
、
倉
本
一
宏
氏
は
、『
一
条
天
皇』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
第

四
刷)

二
二
八
頁
で

｢

自
作
曲
の
即
興
演
奏
を
行
っ
て
い
た｣

と
さ
れ

る
。

(

９)

女
房
達
の
活
発
ぶ
り
は
、｢

職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木

立
な
ど
の｣

の
段

(

集
成
七
三)

、｢

故
殿
の
御
服
の
頃
、
六
月
の
晦
の

日｣

の
段

(

集
成
一
五
四)

に
も
描
か
れ
て
い
る
。

(

�)

集
成
本

『

枕
草
子』

上
、
一
二
一
頁
頭
注
六
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
日
は
定
子
退
出
の
前
日
に
あ
た
る
。

(

�)

集
成
本

『

枕
草
子』

下
、
二
二
〇
頁
頭
注
一
。
た
だ
し
、
三
月
説

(

森
本
元
子
氏

｢

枕
草
子

『

寝
起
き
の
顔』

の
段
の
史
実
年
時｣

(｢
国

語
と
国
文
学｣

一
九
五
八
年
一
月)

も
あ
る
。

(

�)

倉
本
氏
は

『

藤
原
行
成

｢

権
記｣

(

上)』
(

講
談
社
学
術
文
庫
、
二

〇
一
六
第
四
刷)

二
二
八
頁
に
お
い
て

｢

彰
子
入
内
か｣

と
す
る
。

(

�)

注(

８)

所
載
の
倉
本
氏
前
掲
書
一
〇
六
頁
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

注

(

８)

所
載
の
倉
本
氏
前
掲
書
一
〇
七
頁
。

(

�)

定
子
崩
御
当
日
の

『

権
記』

に
定
子
の
略
歴
を
書
き
、｢

長
徳
二
年

有
事
出
家
、
其
後
還
俗｣

と
定
子
の
還
俗
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
と
照

ら
し
て
、
こ
の
行
成
の
主
張
は
、
道
長
に
阿
て
の
言
葉
で
あ
る
。

(

�)

母
子
、
姉
妹
な
ど
の
出
仕
先
が
異
な
る
場
合
の
各
家
の
情
報
が
共
有

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
物
語
に
よ
く
出
て
く
る
。
諸
井
彩
子
氏

｢

女
房

が
担
う
中
古
文
学

結
縁
を
軸
と
し
て

｣
(｢

中
古
文
学
第
百
二

号
、
二
〇
一
八
年
一
一
月)

参
照
。

(

�)
『

小
右
記』

長
徳
二
年
三
月
四
日
条
、『

小
右
記』

『

権
記』

長
保
元

年
八
月
九
日
条
。

(

	)

安
藤
氏｢

枕
草
子｢

大
進
生
昌
が
家
に｣

の
段
を
め
ぐ
る
史
的
考
察｣

(｢

国
語
国
文
学
報｣

三
九
集
、
一
九
八
二
年
三
月)

に
、
平
生
昌
は
密

告
者
で
は
な
く
忠
実
人
で
あ
り
、
定
子
が
か
の
邸
で
世
話
に
な
っ
た
の

は
方
位
が
叶
う
こ
と
に
よ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
生

昌
邸
で
の
出
産
は

｢

芹
摘
む｣

思
い
を
し
た
こ
と
か
ら
除
く
べ
き
か
。

(


)

注

(

８)

所
載
の
倉
本
氏
前
掲
書
一
一
〇
頁
で
、
一
条
が
一
四
日
に

定
子
の
許
に
渡
御
し
た
こ
と
を

『

御
堂
関
白
記』

に
よ
り
指
摘
し
、

｢

彰
子
立
后
の
こ
と
を
定
子
に
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(

�)
『

権
記』

に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
に
も
一
条
は
定
子
の
居
所
へ
渡
御
。

(

�)

注

(

８)

所
載
の
倉
本
氏
前
掲
書
一
九
三
頁
に
、
正
妃
か
ら
誕
生
し

た
第
一
皇
子
が
東
宮
に
な
ら
な
か
っ
た
前
例
が
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

(
)

注

(

８)

所
載
の
倉
本
氏
前
掲
書
一
一
五
頁
に
お
い
て
、｢

敦
康
は

親
王
と
さ
れ
た
。
こ
れ
で
敦
康
親
王
は
、
一
条
が
そ
の
気
に
な
っ
て
譲

位
さ
え
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
立
太
子
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た｣

と
述
べ
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て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
九
七
頁
で
は
、
叡
旨
を

｢

今
度
生
ま
れ
る
の

が
皇
子
だ
っ
た
な
ら
ば
、
立
太
子
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
な
ど
と
い
っ

た
内
容
で
あ
ろ
う
か｣

と
も
す
る
。

(

�)
下
玉
利
百
合
子
氏

｢

試
論

枕
草
子
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

あ
る

行
幸
停
止
と
一
宮
百
日
の
儀

｣
(｢

平
安
文
学
研
究｣

五
七
輯
、
一

九
七
七
年
六
月)

に
お
い
て
、｢

二
月
十
九
日
〜
二
十
一
日
の
間
に
位

置
す
る
も
の
と
お
ぼ
し
き｣

当
該
の
段
の｢

解
放
感
と
や
す
ら
ぎ
と
は
、

念
願
の

｢

百
日
の
儀｣
を
と
ど
こ
お
り
な
く
了
え
ら
れ｣

た
こ
と
に
よ

る
と
さ
れ
る
。

(

�)
『

権
記』

長
保
三
年
一
〇
月
二
三
日
条
で
、
定
子
の
喪
中
に
も
関
わ

ら
ず
道
長
が
庚
申
待
に
作
文
と
管
絃
を
催
し
た
の
を
行
成
が
批
判
し
、

そ
の
文
中
に｢

皇
后
は
国
母
な
り｣

と
あ
る
。
行
成
も
そ
の
時
点
で
は
、

敦
康
を
一
条
の
後
継
者
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(

�)
『

枕
草
子』

｢

三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
五
日
の
菖
蒲
の｣

の

段

(

二
二
二)

の
長
保
二
年
五
月
五
日
の
記
事
。

(

�)
『

栄
花
物
語』

｢

と
り
べ
野｣

冒
頭
部
。

(

�)
『

枕
草
子』

｢

御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
、
日
向
へ
下
る
に｣
の
段

(

二

二
三)

に
あ
る
清
女
の
言
葉
。

(

�)

行
成
を
一
条
と
道
長
と
の
二
股
膏
薬
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
あ
る
が
、

自
家
の
繁
栄
に
と
っ
て
道
長
に
抗
う
愚
を
悟
っ
て
い
て
道
長
に
恩
義
を

売
り
つ
つ
も
、
一
条
お
よ
び
そ
の
遺
児
敦
康
親
王
に
忠
実
で
あ
っ
た
と

い
う
の
が
、
彼
に
対
す
る
大
方
の
評
価
で
あ
ろ
う
と
す
る
旨
を
、
山
本

氏

『

源
氏
物
語
の
時
代
一
条
天
皇
と
后
た
ち
の
も
の
が
た
り』

(

朝
日

新
聞
社
、
二
〇
〇
七)

の
一
五
九
頁
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
下

玉
利
氏
は
、『

枕
草
子
周
辺
論

続
篇』

(

笠
間
書
院
、
一
九
九
五
、
九

〇
頁)

に
お
い
て
、
行
成
の
行
動
を
、
Ⅰ
期
の

｢

帝
・
道
長
・
詮
子
へ

の
恪
勤
の
時
期｣

、
Ⅱ
期
の

｢

帝
と
、
道
長
と
詮
子
と
の
板
ば
さ
み
に

よ
る
苦
悩
の
時
期｣

、
Ⅲ
期
の

｢

道
長
の
持
ち
駒
敦
康
へ
の
恪
勤
の
時

期｣

、
Ⅳ
期
の

｢

次
期
東
宮
に
帝
の
敦
康
、
道
長
の
敦
成
を
と
の
願
い

の
板
挟
み
に
よ
る
苦
悩
の
時
期｣

、
の
四
期
に
分
け
て
お
ら
れ
、
行
成

の
難
し
い
立
場
が
よ
く
分
か
る
。

(

�)

土
方
洋
一
氏

｢

一
条
天
皇
の
辞
世

あ
る
い
は
逝
け
る
后
妃
の
た

め
の
パ
ヴ
ァ
ー
ヌ
ー｣

(｢

日
本
文
学｣

二
〇
〇
九
年
九
月)

六
八
頁
に

お
い
て
、｢

行
成
に
と
っ
て
は
、(

中
略)

無
理
に
定
子
に
宛
て
た
歌
と

曲
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、『

権
記』

の
記
述
に
は
重
み
が
あ
る
と
も
言
え
る｣

と
す
る
。
倉
本
氏

｢

一
条
天

皇
最
期
の
日
々｣

(『

日
本
文
化
研
究』

四
、
二
〇
〇
二
年
三
月)

、
山

本
氏

｢『

権
記』

所
載
の
一
条
院
出
離
歌
に
つ
い
て｣

(｢

日
本
文
学｣

二
〇
〇
六
年
九
月)

で
も
皇
后
が
定
子
を
指
す
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
定
子
は
長
保
二
年
二
月
二
五
日
に
皇
后

に
、
彰
子
は
同
日
に
中
宮
と
な
っ
て
後
、
定
子
は
皇
后
、
彰
子
は
中
宮

と
区
別
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、『

権
記』

に
お
い
て
、
こ
の
原
則
か
ら
次

の
三
例
①
長
保
二
年
五
月
二
五
日
条

｢

皇
后
親
父
、
国
母
之
弟｣

、
②

同
七
月
一
六
日
条

｢

此
日
令
左
近
権
中
将
経
房
朝
臣
遣
右
大
臣
室
家
位

記
、〈
皇
后
入
内
之
日
、
依
母
儀
、
自
従
三
位
叙
従
二
位
〉｣

③
同
一
〇

月
七
日
条

｢

中
宮
御
産
雑
□
□
□
□
□
□
仰
蔵
人
孝
標｣

が
外
れ
る
。

①
②
で
は
、
彰
子
を

｢

皇
后｣

③
で
は
定
子
を

｢

中
宮｣

と
書
い
て
い

る
。
①
②
は｢

正
妃｣

を
意
識
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
③
は
、
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一
条
が
定
子
を

｢

中
宮｣

と
長
年
呼
び
慣
れ
て
き
た
仰
せ
言
に
影
響
さ

れ
て
の
記
事
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
例
を
の
ぞ
い
て
は
、
皇
后
は
定
子
、

中
宮
は
彰
子
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
寛
弘
八
年
六
月
二

一
日
条
に
、
一
条
の
辞
世
に
つ
い
て
行
成
が
書
い
た

｢

皇
后｣

と
は

｢

定
子｣
の
こ
と
と
判
断
さ
れ
る
。

(

�)

山
本
氏
は
、
注

(

�)

所
載
の
論
文
四
二
頁
に
お
い
て
、｢

一
条
の

本
心
は
自
分
以
外
に
は
知
り
難
い
と
い
う
感
覚
が
行
成
に
は
あ
っ｣

て
、

｢

指
し
て
其
の
志
を
知
る
こ
と
は
難
し｣

と
吐
露
し
て
い
る

｢

と
も
解

し
得
る｣

と
さ
れ
て
い
る
の
に
依
る
べ
き
か
。
あ
る
い
は
単
に

｢

歌
意

が
取
り
に
く
い｣

の
意
か
。

(

�)

注

(

�)

所
載
の
山
本
氏
前
掲
書
一
九
頁
に
お
い
て
、｢

当
時
、
一

つ
の
迷
信
が
あ
っ
た
。
妊
娠
中
や
出
産
時
に
死
ん
だ
女
性
は
成
仏
で
き

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
ガ
レ
思
想
と
流
行
の
浄
土
教
が
結

び
つ
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(

�)

定
子
の
辞
世
三
首
の
う
ち
の
②

｢

知
る
人
も
な
き
別
れ
路
に
今
は
と

て
心
細
く
も
急
ぎ
た
つ
か
な｣

で
は
、
定
子
自
身
は
往
生
で
き
る
と
も

で
き
な
い
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

(

�)

倉
本
氏
は
、
注

(

８)

所
載
の
ご
著
書
一
一
五
頁
に
お
い
て
、
こ
の

親
王
宣
下
で
、｢

敦
康
親
王
は
、
一
条
が
そ
の
気
に
な
っ
て
譲
位
さ
え

す
れ
ば
、
い
つ
で
も
立
太
子
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た｣

と
す
る
。

(

�)
『

枕
草
子』

｢

職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ｣

の
段

(

八
二)

、

｢

職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
八
月
十
余
日
の
、
月
明
か
き
夜｣

の
段

(

九
五)

。『

栄
花
物
語』

｢

浦
�
	
の
別｣

一
八
一
頁)

。
な
お
、『

栄
花

物
語』

｢

か
が
や
く
藤
壺｣

の
記
事
に
よ
れ
ば
女
御
元
子
と
の
連
絡
役

も
し
て
い
た
。

(


)
『

権
記』

長
保
二
年
八
月
五
日
に
記
事
あ
り
。
通
常
は
、
懐
妊
三
ヶ

月
で
退
出
す
る
。

(

�)
『

権
記』

八
月
二
四
日
条
に
二
七
日
退
出
と
す
る
。

(

�)
『

権
記』

長
保
二
年
一
二
月
二
七
日
条
に
錫
紵
を
着
さ
れ
た
記
事
、

同
二
九
日
条
に
脱
が
れ
た
記
事
、
同
書
長
保
三
年
三
月
四
日
条
に
、
同

一
〇
日
ま
で
心
喪
に
服
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。

(

)

注

(

８)

所
載
の
前
掲
書
一
二
一
頁
に
、『

一
代
要
記』

｢

一
条
院
後

宮｣

に
記
事
あ
り
と
の
指
摘
が
あ
る
。

(

�)

一
条
帝
乳
母
繁
子
女
の
尊
子
が
、
長
徳
四
年
に
入
内
し
御
匣
殿
別
当

と
な
っ
た
が
長
保
二
年
に
女
御
と
な
り
、
道
�
四
女
が
御
匣
殿
に
就
任

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(

集
成
本
上
、
一
六
八
頁
、
頭
注
五)

。

(

�)
『

栄
花
物
語』

｢

か
ゞ
や
く
藤
壺｣

二
〇
九
頁
。

(

�)

山
本
氏
は
、
注

(

�)

所
載
の
前
掲
書
一
七
四
頁
に
お
い
て
、｢

関

係
は
定
子
死
後
半
年
前
後
の
時
期
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る｣

と
す
る
。

(

�)

安
藤
氏

｢

寛
弘
五
年
彰
子
懐
妊
中
参
内
へ
の
経
緯
を
め
ぐ
っ
て
―
紫

式
部
日
記
首
欠
説
存
疑
―｣

(『

平
安
文
学
研
究』

五
十
九
輯
、
一
九
七

八
年
六
月)

。
注

(

�)

所
載
の
下
玉
利
氏
前
掲
書
。

(

�)

吉
田
幸
一
氏

｢

枕
草
子
の
名
義
に
つ
い
て
の
再
考｣

(｢

平
安
文
学
研

究｣

二
十
五
輯
、
一
九
六
〇
年
一
一
月)

に
お
い
て
、｢

枕
草
子
の
略

称
と
し
て
の

｢

枕｣

の
実
例｣

と
し
て
挙
げ
ら
れ

｢

な
き
床
に
枕
と
ま

ら
ば
た
れ
か
見
て
つ
も
ら
ん
ち
り
を
う
ち
も
は
ら
は
ん｣

(

古
典
文
庫

刊
異
本
栄
花
物
語
第
二
冊
八
二
頁)

を
、
林
和
比
古
氏

『

枕
草
子
の
研

究』
(

右
文
書
院
、
一
九
六
四)

六
二
三
頁
以
下
に
お
い
て
、
辞
世
三
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首
を
御
帳
に
結
び
つ
け
た
後
に

｢

御
使
用
の
寝
具
枕
の
包
み
紙
に
も

｢

な
き
床
に｣

の
御
歌
を
書
い
て
、
そ
の
ま
ゝ
や
が
て
帰
ら
ぬ
御
旅
に

立
た
れ
た
と
い
ふ
様
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。｣

と
さ
れ
る
。
本
稿

で
は
こ
の
続
古
今
歌
で
あ
る
四
首
目
の
辞
世
を
取
り
上
げ
な
い
。
な
お
、

続
古
今
歌
は
、
圷
美
奈
子
氏
著

『

新
し
い
枕
草
子
論

主
題
・
手
法
そ

し
て
本
文』

(
新
典
社
、
二
〇
〇
四)

の
二
三
〇
頁
以
下
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

(

�)

森
下
純
昭
先
生
か
ら
、
用
例
に
則
し
た
歌
そ
の
も
の
に
つ
い
て
更
な

る
検
討
が
必
要
で
あ
る
旨
の
ご
指
導
・
ご
助
言
を
頂
い
た
が
、
力
不
足

で
お
言
葉
を
生
か
せ
な
か
っ
た
。

(

�)

定
子
の
辞
世
を
論
じ
た
も
の
に
、
注

(

�)

所
載
の
圷
氏
前
掲
書
第

四
章
第
二
節
で
の
論
、
武
田
早
苗
氏

｢
最
期
を
演
出
し
た
女
性

一

条
帝
皇
后
、
藤
原
定
子
の
遺
詠
三
首
を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

平
安
朝
文

学
表
現
の
位
相』

新
典
社
、
二
〇
〇
二
所
収)
な
ど
が
あ
る
。

(

�)

注

(

�)

に
同
じ
。

(

�)

注

(

８)

所
載
の
倉
本
氏
前
掲
書
一
九
九
頁
に

｢

あ
る
い
は
道
長
が

日
記
に
記
す
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
、
た
と
え
ば
敦
康
親
王
や
定
子
、

は
た
ま
た
伊
周
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か｣

と
さ
れ
る
。

(

�)
『

大
日
本
史
料』

掲
載
の
写
真
に
よ
る
。
注

(

�)

所
載
の
土
方
論
、

圷
氏

｢

一
条
天
皇
の
辞
世
歌

『

権
記』

記
載
の
本
文
を
読
み
解
く

｣
(｢

和
洋
国
文
研
究｣

二
〇
一
二
年
三
月)

に
指
摘
が
あ
る
。

(

	)
『

御
堂
関
白
記』

と
同
じ
く
、
一
条
辞
世
を
彰
子
宛
と
す
る
も
の
に
、

＊
露
の
身
の
仮
の
宿
り
に
君
を
置
き
て
家
を
出
で
ぬ
る
こ
と
ぞ
悲
し
き

(『

栄
花
物
語』

｢

い
は
か
げ｣)

＊
秋
か
ぜ
の
露
の
や
ど
り
に
君
を
お
き
て
ち
り
を
い
で
ぬ
る
こ
と
ぞ
か

な
し
き(『

新
古
今
和
歌
集』

七
七
九
・『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
る)

＊
露
の
身
の
風
の
宿
り
に
君
を
置
き
て
遠
く
出
で
ぬ
る
事
を
し
ぞ
思
ふ

(『

古
事
談』

二
六
、『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
る)

な
ど
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。
一
条
の
辞
世
に

つ
い
て
の
論
に
、
注

(

�)

所
載
の
圷
氏
論
文
を
は
じ
め
、
注

(

�)

所
載
の
山
本
氏
論
文
、
注

(

�)

所
載
の
土
方
氏
論
文
、
贄
裕
子
氏

｢

一
条
院
詠
歌
の
受
容
と

『

源
氏
物
語』｣

(

古
代
文
学
研
究
、
二
〇
一

〇
年
一
〇
月)

な
ど
が
あ
る
。

(


)

藤
本
一
恵
氏
は

｢

一
条
院
出
離
歌
考

中
古
の
歌
の
記
載
に
ふ
れ

て

｣
(｢

女
子
大
国
文｣

一
九
六
六
年
一
一
月)

に
お
い
て
、｢

か
ぜ｣

は

｢

か
り｣

を
聞
き
違
え
で
あ
り
、｢

か
り
の
や
ど
り｣

で
あ
ろ
う
旨

の
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。

(

�)

注

(


)

所
載
の
藤
本
氏
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
一
条
の
辞
世
が
誰

に
宛
て
た
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

(

�)
｢

定
子
に
宛
て
た｣

と
す
る
説
は
、
圷
氏
の

｢

一
条
天
皇
の
辞
世
歌

『

風
の
宿
り
に
君
を
置
き
て』

｢

皇
后｣

定
子
に
寄
せ
ら
れ
た
《
御

志
》

｣
(

津
田
博
幸
編

『

〈
源
氏
物
語
〉
の
生
成

古
代
か
ら
読
む

』

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
所
収)

を
嚆
矢
と
す
る
よ

う
だ
。

(
)

一
条
が

『

枕
草
子』

を
読
ん
だ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
読
ん
で
い

た
と
推
測
す
る
。
清
女
は
、『

枕
草
子』

に
一
条
も
だ
が
、
輝
く
后
定

子
を
、
快
活
な
中
関
白
家
の
人
々
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
一
条
が
そ
れ

ら
の
人
々
と
過
ご
し
た
幼
帝
時
代
か
ら
の
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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清
女
は
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
も
ち
ろ
ん
定
子
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
定
子
亡
き
後
は
、
一
条
に
読
ん
で
頂
く
た
め
、
ま
た
残
さ
れ
た

皇
子
達
の
た
め
に
増
補
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
集

(

異

本
系
、『
新
編
国
歌
大
観』

に
よ
る)

に
よ
れ
ば
、
一
条
と
清
女
の
縁

は
切
れ
ず
、
歌
の
贈
答
も
次
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。

つ
の
く
に
に
あ
る
こ
ろ
、
う
ち
の
御
つ
か
ひ
に
た
だ
た
か
を

�

よ
の
な
か
を
い
と
ふ
な
に
そ

(｢

は｣

か)

の
は
る
と
て
や

[

下

句
欠
文]

�

の
が
る
れ
ど
お
な
じ
な
に
は
の
か
た
な
れ
ば
い
づ
れ
も
な
に
か
す

み
よ
し
の
さ
と

あ
る
適
切
な
機
会
を
捉
え
、
清
女
は
、『

枕
草
子』

を
一
条
に
献
上
し

た
で
あ
ろ
う
。
敦
康
親
王
立
坊
を
希
求
し
て
い
た
一
条
に
と
っ
て
、
定

子
後
宮
の
作
品

『

枕
草
子』

は
、
大
切
な
書
物
と
な
っ
て
い
た
ろ
う
、

と
推
測
す
る
。

(

元
教
養
部
非
常
勤
講
師)
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